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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、
　前記ウインドウの厚みが前記超音波素子の揺動方向に異なるように構成され、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記超音波素子の揺動角度を検出するようにした３次元超音波探触子。
【請求項２】
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、前記ウインドウの厚みが前記超音波素子の揺動方向に異なるように構成さ
れた３次元超音波探触子と、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記超音波素子の揺動角度を検出することにより、前記３次元の超音波画像を生
成する超音波診断装置本体とを、
　有する３次元超音波診断装置。
【請求項３】
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
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触子であって、
　前記ウインドウの内面には、前記超音波素子の揺動方向に所定のピッチで、かつ前記超
音波素子の配列方向に延びるように複数の凹凸部が形成され、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記凹凸部を検出し、前記凹凸部の数をカウントして前記超音波素子の揺動角度
を検出するようにした３次元超音波探触子。
【請求項４】
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、
　前記ウインドウの内面に、前記超音波素子の揺動方向に所定のピッチで、かつ前記超音
波素子の配列方向に延びるように複数の凹凸部が形成された３次元超音波探触子と、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記凹凸部を検出し、前記凹凸部の数をカウントして前記超音波素子の揺動角度
を検出することにより、前記３次元の超音波画像を生成する超音波診断装置本体とを、
　有する３次元超音波診断装置。
【請求項５】
　前記凹凸部は、揺動方向の原点位置における凹凸部のみの寸法が他の位置の凹凸部と異
なり、原点位置における凹凸部と他の位置の凹凸部からの反射エコーの時間差により揺動
方向の原点位置を検出することを特徴とする請求項３に記載の３次元超音波探触子。
【請求項６】
　前記凹凸部は、揺動方向の原点位置における凹凸部のみの寸法が他の位置の凹凸部と異
なり、
　前記超音波診断装置本体は、原点位置における凹凸部と他の位置の凹凸部からの反射エ
コーの時間差により揺動方向の原点位置を検出することを特徴とする請求項４に記載の３
次元超音波診断装置。
【請求項７】
　前記凹凸部は、前記超音波素子による２次元画像表示領域の外側に形成され、前記超音
波素子のうち、２次元画像表示領域の端部の素子を遅延時間補正による位相制御して前記
凹凸部を検出することを特徴とする請求項３又は５に記載の３次元超音波診断探触子。
【請求項８】
　前記凹凸部は、前記超音波素子による２次元画像表示領域の外側に形成され、
　前記超音波診断装置本体は、前記超音波素子のうち、２次元画像表示領域の端部の素子
を遅延時間補正による位相制御して前記凹凸部を検出することを特徴とする請求項４又は
６に記載の３次元超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波信号により２次元の断層面を電気的又は機械的に走査する超音波素子
をウインドウ内で前記２次元の断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波
画像を取得する３次元超音波探触子及び３次元超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図９、図１０に示すように超音波素子１が送受信する超音波信号により２次元の断層面
を電気的又は機械的に走査するとともに、超音波素子１をウインドウ２内で２次元の断層
面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を得る３次元超音波探触子では
、超音波素子１の揺動方向の中心である原点のデータが必要であるので、エンコーダ３な
どの原点検出手段が設けられている。エンコーダ３などの原点検出手段は、超音波素子１
の部分に設けることは困難であるため、超音波素子１を揺動させる駆動源となるモータ４
などに配置し、また、モータ４の駆動をプーリ５、ベルト６などの伝達機構を用いて超音
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波素子１に伝達して超音波素子１を揺動させている。
【０００３】
　また、このような３次元超音波探触子を用いた装置を利用した被検体の検査方法として
、図１１に示すように３次元超音波探触子の原点に対応する位置のウインドウ２に穿刺針
７を穿刺ガイド８などを介して取り付け、操作者が被検体内部の３次元画像を見ながら所
望の位置のサンプルを取り出す方法がある。
【０００４】
　しかしながら、エンコーダ３などの原点検出手段を超音波素子１を揺動させる駆動源と
なるモータ４などに配置し、また、モータ４の駆動をプーリ５、ベルト６などの伝達機構
を用いて超音波素子１に伝達して超音波素子１を揺動させる構成では、外的な衝撃で伝達
機構（プーリ５、ベルト６）に変形やずれが生じた場合に、超音波素子１の揺動位置と異
なる位置を検出する可能性があるという問題点がある。特に図１１に示すように穿刺を行
う際に、穿刺針７と異なる位置に超音波素子１が向いて誤った位置に穿刺を行う危険性が
有った。
【０００５】
　そこで、エンコーダ３などの原点検出手段を設けることなく超音波素子１の揺動角度を
検出する従来例として、下記の特許文献１にはウインドウ２の内壁の曲率中心と超音波素
子１の揺動軸を異なる位置に配置して超音波素子１からウインドウ２の内壁面までの距離
が揺動角度に応じて異なるようにし、超音波素子１から送信した超音波がウインドウ２の
内壁面により反射されて超音波素子１により受信されるまでの時間を測定して超音波素子
１の揺動角度を検出する技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－１５７６８０号公報（要約書）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ウインドウ２の材料としては、超音波を透過するように柔らかなものが使用
されており、このため、被検体面に押し当てたときに変形するので、上記従来例のように
超音波素子１から送信した超音波がウインドウ２の内壁面により反射されて超音波素子１
により受信されるまでの時間を測定しても超音波素子１の揺動角度を正確に検出すること
ができないという問題点がある。
【０００７】
　本発明は上記従来例の問題点に鑑み、エンコーダなどの原点検出手段を設けることなく
、かつウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用しても、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる３次元超音波探触子及
び３次元超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の３次元超音波探触子は上記目的を達成するために、
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、
　前記ウインドウの厚みが前記超音波素子の揺動方向に異なるように構成され、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記超音波素子の揺動角度を検出するようにした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。
【０００９】
　また、本発明の３次元超音波診断装置は上記目的を達成するために、
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
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断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、前記ウインドウの厚みが前記超音波素子の揺動方向に異なるように構成さ
れた３次元超音波探触子と、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記超音波素子の揺動角度を検出することにより、前記３次元の超音波画像を生
成する超音波診断装置本体とを有する構成とした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。
【００１０】
　また、本発明の３次元超音波探触子は上記目的を達成するために、
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、
　前記ウインドウの内面には、前記超音波素子の揺動方向に所定のピッチで、かつ前記超
音波素子の配列方向に延びるように凹凸部が形成され、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記凹凸部を検出し、前記凹凸部の数をカウントして前記超音波素子の揺動角度
を検出するようにした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。
【００１１】
　また、本発明の３次元超音波診断装置は上記目的を達成するために、
　超音波信号により２次元の断層面を走査する超音波素子をウインドウ内で前記２次元の
断層面と直交する方向に揺動させることで３次元の超音波画像を取得する３次元超音波探
触子であって、前記ウインドウの内面に、前記超音波素子の揺動方向に所定のピッチで、
かつ前記超音波素子の配列方向に延びるように複数の凹凸部が形成された３次元超音波探
触子と、
　前記ウインドウの内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を
測定して前記凹凸部を検出し、前記凹凸部の数をカウントして前記超音波素子の揺動角度
を検出することにより、前記３次元の超音波画像を生成する超音波診断装置本体とを有す
る構成とした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。
【００１２】
　また、本発明の３次元超音波探触子は、
　前記凹凸部は、揺動方向の原点位置における凹凸部のみの寸法が他の位置の凹凸部と異
なり、原点位置における凹凸部と他の位置の凹凸部からの反射エコーの時間差により揺動
方向の原点位置を検出する構成とした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。
【００１３】
　また、本発明の３次元超音波診断装置は、
　前記凹凸部は、揺動方向の原点位置における凹凸部のみの寸法が他の位置の凹凸部と異
なり、
　前記超音波診断装置本体は、原点位置における凹凸部と他の位置の凹凸部からの反射エ
コーの時間差により揺動方向の原点位置を検出する構成とした。
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　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。
【００１４】
　また、本発明の３次元超音波探触子は、
　前記凹凸部は、前記超音波素子による２次元画像表示領域の外側に形成され、前記超音
波素子のうち、２次元画像表示領域の端部の素子を遅延時間補正による位相制御して前記
凹凸部を検出する構成とした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。また、凹凸部を２次
元断層画像表示領域から外れた位置に設け、電子走査の遅延時間を制御する位相制御によ
る超音波ビームの送受信方向制御を行うことで、２次元断層画像表示領域から外れた位置
の凹凸部を検出するので、凹凸部によるウインドウの厚みの違いによる超音波の減衰の差
による画像の劣化を防ぐことが可能である。
【００１５】
　また、本発明の３次元超音波診断装置は、
　前記凹凸部は、前記超音波素子による２次元画像表示領域の外側に形成され、
　前記超音波診断装置本体は、前記超音波素子のうち、２次元画像表示領域の端部の素子
を遅延時間補正による位相制御して前記凹凸部を検出する構成とした。
　この構成により、ウインドウの材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用
して被検体面に押し当てたときに変形しても、ウインドウの厚みは変化しないため、超音
波素子の揺動方向の原点、揺動角度を正確に検出することができる。また、凹凸部を２次
元断層画像表示領域から外れた位置に設け、電子走査の遅延時間を制御する位相制御によ
る超音波ビームの送受信方向制御を行うことで、２次元断層画像表示領域から外れた位置
の凹凸部を検出するので、凹凸部によるウインドウの厚みの違いによる超音波の減衰の差
による画像の劣化を防ぐことが可能である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、エンコーダなどの原点検出手段を設けることなく、かつウインドウの
材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用しても、超音波素子の揺動方向の
原点、揺動角度を正確に検出することができる。
　また、凹凸部を２次元断層画像表示領域から外れた位置に設け、電子走査の遅延時間を
制御する位相制御による超音波ビームの送受信方向制御を行うことで、２次元断層画像表
示領域から外れた位置の凹凸部を検出するので、凹凸部によるウインドウの厚みの違いに
よる超音波の減衰の差による画像の劣化を防ぐことが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明に係る３次
元超音波探触子の第１の実施の形態を示す構成図、図２は図１の３次元超音波探触子（以
下、単に超音波探触子とも言う）を用いた３次元超音波診断装置を示すブロック図である
。
【００１８】
　図１に示す超音波探触子では、超音波素子１が送受信する超音波信号により２次元の断
層面を電気的又は機械的に走査するとともに、超音波素子１をウインドウ２内で前記２次
元の断層面と直交する方向に機械的に揺動させることで３次元の超音波画像を得る。そし
て、ウインドウ２の厚み（内面から外面までの距離）は、超音波素子１の揺動方向と同じ
方向に場所によって異なるように構成した。つまり、ウインドウ２の内面からと外面から
の反射エコーの時間差と揺動角度との関係を一義的に決めるために、図１に示すように揺



(6) JP 4611064 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

動中心から見たときのウインドウ２の厚みが徐々に変化するような構成としたことで、こ
の時間差を測定して超音波素子１の揺動角度を検出することができる。このため、図２に
示すように従来必要としていた超音波探触子側のエンコーダ３と超音波診断装置本体（以
下、単に装置本体とも言う）１０側の位置検出回路１４が不要になる。また、ウインドウ
２の材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用して被検体面に押し当てたと
きに変形しても、ウインドウ２の厚みは変化しないため、原点、揺動角度を正確に検出す
ることができる。
【００１９】
　図１に示す超音波探触子では、超音波素子１が揺動の原点（揺動角度θ＝０）から±方
向に揺動する場合、ウインドウ２の厚みｆ（θ）は、－方向に揺動して揺動角度θ＝ａの
ときにより薄く、揺動角度θ＝０のときに中程度、＋方向に揺動して揺動角度θ＝ｂのと
きにより厚く構成されている。この場合、揺動角度θ＝０のときには、内面からの反射エ
コーの時間Ｔ１ｂと外面からの反射エコーの時間Ｔ１ａの差＝Ｔ１ａ－Ｔ１ｂとなり、揺
動角度θ＝ａのときには内面からの反射エコーの時間Ｔ２ｂと外面からの反射エコーの時
間Ｔ２ａの差＝Ｔ２ａ－Ｔ２ｂとなり、揺動角度θ＝ｂのときには、内面からの反射エコ
ーの時間Ｔ３ｂと外面からの反射エコーの時間Ｔ３ａの差＝Ｔ３ａ－Ｔ３ｂとなり、それ
ぞれウインドウの厚みに対応する。
【００２０】
　図２に示す３次元超音波診断装置では、超音波素子１を超音波探触子側のモータ４及び
装置本体１０内のモータ制御回路１１により揺動させながら、装置本体１０内の超音波送
受信回路１２により超音波素子１から超音波を送信してウインドウ２の内面及び外面から
の反射エコーの時間差を検出して揺動の原点、角度として検出することができるので、超
音波探触子側のエンコーダ３と装置本体１０側の位置検出回路を省略することができる。
そして、揺動の原点に基づいて反射エコーが装置本体１０内の超音波画像処理回路１３に
より処理されて３次元の超音波画像が生成され、この画像がモニタ１５に表示される。
【００２１】
　＜第２の実施の形態＞
　図３は第２の実施の形態の超音波探触子を示し、ウインドウ２の内面には、超音波素子
１の揺動方向に所定のピッチで、かつ超音波素子１の配列方向に延びるように凹凸部２ａ
が形成されている。このため、超音波素子１が凸部に位置するときには、内面からの反射
エコーの時間Ｔ１ｂと外面からの反射エコーの時間Ｔ１ａの差＝Ｔ１ａ－Ｔ１ｂとなり、
凹部に位置するときには、内面からの反射エコーの時間Ｔ２ｂと外面からの反射エコーの
時間Ｔ２ａの差＝Ｔ２ａ－Ｔ２ｂとなるので、超音波素子１の揺動時に凹凸部２ａからの
反射エコーの時間差の変化より凹か凸を判別し、凹あるいは凸の少なくとも一方の数をカ
ウントすることにより、超音波素子１の揺動角度を検出することができる。この場合にも
、ウインドウ２の材料として超音波を透過するように柔らかなものを使用して被検体面に
押し当てたときに変形しても、ウインドウ２の凹凸部２ａの厚みは変化しないため、原点
、揺動角度を正確に検出することができる。
【００２２】
　凹凸部２ａの寸法的な段差としては、送受信する超音波の深さ方向分解能より大きくな
るように形成し、例えば７．５ＭＨｚの超音波の場合には０．５ｍｍ程度が望ましい。ま
た、凹凸部２ａのピッチとしては、送受信する超音波の揺動方向分解能より大きくなるよ
うに形成し、例えば７．５ＭＨｚの超音波の場合には１ｍｍ程度が望ましい。なお、凹凸
部２ａはウインドウ２の成型時に同時に形成してもよく、また、凹凸部２ａがない状態に
形成したウインドウ部材に凸部に相当する小片を取り付けて形成してもよい。
【００２３】
　＜第３の実施の形態＞
　図４は、原点位置の凸部２ａ１のみの厚みが他の位置の凸部より厚く構成された第３の
実施の形態を示している。第３の実施の形態によれば、ウインドウ２の内面からの反射エ
コーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を測定して凹凸部２ａを検出し、凸部の
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数をカウントして超音波素子１の揺動角度を検出し、さらに各凸部によるウインドウ２の
内面からの反射エコーの時間差により原点位置の凸部２ａ１を検出して原点位置を検出す
ることができる。
【００２４】
　＜第４の実施の形態＞
　図５は、原点位置の凸部２ａ１のみの厚みが他の位置の凸部より薄く構成された第４の
実施の形態を示している。第４の実施の形態によれば第３の実施の形態と同様に、ウイン
ドウ２の内面からの反射エコーの時間と外面からの反射エコーの時間との差を測定して凹
凸部２ａを検出し、凸部の数をカウントして超音波素子１の揺動角度を検出し、さらに各
凸部によるウインドウ２の内面からの反射エコーの時間差により原点位置の凸部２ａ１を
検出して原点位置を検出することができる。第３、第４の実施の形態の変形例として、原
点位置には凸部２ａ１ではなく凹部を配置して原点位置を検出するようにしてもよい。
【００２５】
　＜第５の実施の形態＞
　次に図６、図７、図８を参照して第５の実施の形態について説明する。第５の実施の形
態では、凹凸部２ａによるウインドウの厚みの違いによる超音波の減衰の差による画像の
劣化を防ぐために、図６に示すように超音波素子１による２次元画像表示領域の外側に凸
部２ａ１が形成される。なお、５は音響結合液体である。また、この凸部２ａ１は第２～
第４の実施の形態と同様に、図７に示すように超音波素子１の揺動方向に所定のピッチで
形成されている。そして、２次元画像表示領域の外側に形成された凸部２ａ１を検出する
ために、超音波送受信回路１２は図８に示すように超音波素子１のうち、２次元画像表示
領域の端部の素子を遅延時間補正により位相制御する。エコーレベル判定回路１６は超音
波送受信回路１２により受信された反射エコー信号のレベルを判定し、位置算出回路１７
はエコーレベル判定回路１６により判定された反射エコー信号のレベルに基づいて超音波
素子１の揺動角度、原点位置を検出してモータ制御回路１１に出力する。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明は、エンコーダなどの原点検出手段を設けることなく、かつウインドウの材料と
して超音波を透過するように柔らかなものを使用しても、超音波素子の揺動方向の原点、
揺動角度を正確に検出することができる効果を有し、各種の３次元超音波機器に利用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る３次元超音波探触子の第１の実施の形態を示す構成図
【図２】図１の３次元超音波探触子を用いた３次元超音波診断装置を示すブロック図
【図３】本発明の第２の実施の形態の３次元超音波探触子を示す構成図
【図４】本発明の第３の実施の形態の３次元超音波探触子を示す構成図
【図５】本発明の第４の実施の形態の３次元超音波探触子を示す構成図
【図６】本発明の第５の実施の形態の３次元超音波探触子を示す構成図
【図７】本発明の第５の実施の形態の３次元超音波探触子を示す構成図
【図８】本発明の第５の実施の形態の動作を示す説明図
【図９】従来の３次元超音波探触子を示す構成図
【図１０】図９の３次元超音波探触子を上から見た構成図
【図１１】従来の３次元超音波探触子の一利用形態を示す説明図
【符号の説明】
【００２８】
　１　超音波素子
　２　ウインドウ
　３　エンコーダ
　２ａ　凹凸部
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　４　モータ
　１０　超音波診断装置本体
　１１　モータ制御回路
　１２　超音波送受信回路
　１３　超音波画像処理回路
　１４　位置検出回路
　１５　モニタ
　１７　位置算出回路



(9) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図１】



(10) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図２】



(11) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図３】



(12) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図４】



(13) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図５】



(14) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図６】

【図７】



(15) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図８】

【図９】



(16) JP 4611064 B2 2011.1.12

【図１０】

【図１１】



(17) JP 4611064 B2 2011.1.12

10

フロントページの続き

    審査官  宮川　哲伸

(56)参考文献  特開２００６－８７６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－６０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１４８５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１５７６８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－２３４９５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２１４７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－１５４２２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平５－１３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　８／００　　　　



专利名称(译) 3次元超音波探触子及び3次元超音波诊断装置

公开(公告)号 JP4611064B2 公开(公告)日 2011-01-12

申请号 JP2005069555 申请日 2005-03-11

申请(专利权)人(译) 松下电器产业有限公司

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 藤井清
新谷啓司
岸隆文

发明人 藤井 清
新谷 啓司
岸 隆文

IPC分类号 A61B8/00

FI分类号 A61B8/00

F-TERM分类号 4C601/BB03 4C601/BB15 4C601/BB16 4C601/EE09 4C601/EE12 4C601/GA18 4C601/GA27 4C601
/GB04 4C601/GC02 4C601/GC11 4C601/HH31 4C601/KK21

其他公开文献 JP2006247203A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种超声波诊断装置，即使没有设置诸如编码器的
原点检测装置，并且使用诸如超声波的软材料作为窗口的材料，也能够
精确地确定超声波元件的振荡方向的原点并且精确地校正振荡角度。据
检测。 解决方案：在超声波元件1的摆动方向上使窗口2的厚度不同，测
量来自窗口内表面的反射回波的时间与来自外表面的反射回波的时间之
间的差异，检测元素的摆动角度。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8476679e-2e8d-4a2f-a77f-ee248a3c12c5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037088274/publication/JP4611064B2?q=JP4611064B2

